
宮崎県告示第 495号

自衛隊法施行令（昭和29年政令第 179号）第 114条、第 117条第

１項及び第 118条に規定する２等陸士、２等海士及び２等空士とし

て採用する自衛官の平成22年度の募集期間、採用試験の試験期日、

試験場の位置及び名称並びに連絡先は、次のとおりである。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 496号

次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第

８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。

平成22年７月29日
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目 次

告告 示示

連絡先試験場の名称
試験場
の位置

試験期日募集期間
募 集
種 別

自衛隊

宮崎地

方協力

本部電

話

0985

（53）

2643

宮崎第一生命

ビルディング

新館

宮崎市（筆記試

験）

平成22年

９月18日

平成22年

８月１日

から同年

９月10日

まで

※年間を

通じて受

付を行っ

ているが

、文部科

学省及び

厚生労働

省から示

された期

日で平成

23年３月

高等学校

自衛官

候補生

（男子

）

南九州大学都城市

延岡市中小企

業振興センタ

ー

延岡市

日南市保健福

祉センター

日南市

ＪＡ小林小林市

西都市コミュ

ニティーセン

ター

西都市

卒業予定

者又は中

等教育学

校卒業予

定者の受

付は、上

記のとお

りである

。

陸上自衛隊都

城駐屯地

都城市（口述試

験及び身

体検査）

平成22年

９月20日

から27日

までのう

ち指定す

る日

航空自衛隊新

田原基地

新富町

陸上自衛隊都

城駐屯地

都城市（筆記試

験）

平成22年

９月26日

平成22年

８月１日

から同年

９月10日

まで

自衛官

候補生

（女子

） 航空自衛隊新

田原基地

新富町

陸上自衛隊都

城駐屯地

都城市（口述試

験及び身

体検査）

平成22年

９月26日

及び27日

のうち指

定する日

航空自衛隊新

田原基地

新富町
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宮崎県知事 東国原 英 夫

２ 救急病院の認定の有効期間

平成２２年７月１７日から平成２５年７月１６日まで

宮崎県告示第 497号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字小椎

尾1007－２

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに諸塚村役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 498号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字小崎

7321、7326－１、字中ノ道7335－１

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字小崎7326－１・字中ノ道7335－１（以上２筆について、

次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 499号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字不土野字天包

1582－26、1582－36、1582－54から1582－56まで

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに椎葉村役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 500号

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定によ

り、次のとおり公有水面埋立ての免許をした。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 免許の年月日及び番号

平成22年７月22日

シレイ 26750－ 245

２ 埋立ての免許を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名及

び住所

宮崎県

宮崎市橘通東２丁目10番１号

宮崎県知事 東国原 英夫

宮崎県宮崎市広島１丁目７番21号

３ 埋立区域

茨 位置

宮崎県日南市大堂津二丁目4904番１、4906番、4907番及び49

08番３の地先公有水面

芋 区域

別表１の各地点のうち１の地点から４の地点までを順次に結

んだ線、４の地点と１の地点を結ぶ平成21年の秋分の満潮位（

Ｄ.Ｌ.＋ 2．29ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲

まれた区域

鰯 面積

201．65㎡

４ 埋立てに関する工事の施行区域

茨 位置

宮崎県日南市大堂津二丁目4904番、4904番１、4905番、4906

番、4907番及び4908番３の地内並びに同市4904番１、4906番、

4907番及び4908番３の地先公有水面

芋 区域

別表２の各地点を順次に結んだ線及びアの地点とオの地点と

を結んだ線により囲まれた区域

所 在 地名 称

日南市木山１丁目９番５号県立日南病院
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鰯 面積

23，359．14㎡

５ 埋立地の用途

岸壁

別表１

別表２

宮崎県告示第 501号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年７月29日から平成22年８月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 502号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年７月29日から平成22年８月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 503号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年７月29日から平成22年８月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 504号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年７月29日から平成22年８月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

地 点 の 位 置地点

四等三角点上岳（緯度31度33分 53．0694秒、東経

131度22分 57．1198秒（以下基点という））から

１の地点

705．56mの地点

1．53mの地点

131．80mの地点

1．53mの地点

155度21分59秒

151度28分28秒

241度28分28秒

331度28分28秒

１の地点から

２の地点から

３の地点から

２の地点

３の地点

４の地点

地 点 の 位 置地点

673．17mの地点

122．53mの地点

191．80mの地点

106．80mの地点

23．96mの地点

152度59分50秒

151度28分28秒

241度28分28秒

331度28分28秒

20度26分13秒

基点から

アの地点から

イの地点から

ウの地点から

エの地点から

アの地点

イの地点

ウの地点

エの地点

オの地点

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

22.511.2 ～

15.0

旧西都市大字

中尾字戸崎

１番１地先

から同市同

大字同字１

番13地先ま

で

国道 2

19号

国道

22.514.0 ～

19.2

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

1922.6

1114.5

6.0 ～

48.4

7.0 ～

35.0

旧串間市大字

大納字長畑

2748番１地

先から同市

同大字字宮

田2978番１

地先まで

国道 4

48号

国道

1114.57.0 ～

35.0

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年７月29日西都市大字

中尾字戸崎

１番１地先

から同市同

大字同字１

番13地先ま

で

国道 2

19号

国道

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年７月29日児湯郡高鍋

町大字北高

鍋字道具小

路1258番７

地先から同

郡同町同大

字字小鶴13

79番地先ま

で

高鍋高

岡線

県道24
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宮崎県告示第 505号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年７月29日から平成22年８月12日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年７月29日児湯郡高鍋

町大字上江

字中嶋1938

番１地先か

ら同郡同町

同大字字西

畑田1062番

１地先まで

木城高

鍋線

県道304

宮崎県告示第 506号

宮崎県屋外広告物条例の規定により知事が指定する禁止物件、禁止地域等（平成５年宮崎県告示第 630号）の一部を次のように改正し、

公表の日から施行する。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

５ 条例第８条第11号の規定により知事が指定する区域は、次の表

の路線名の欄に掲げる路線の同表の区間の欄に掲げる区間及びそ

の両側の路端から同表の距離の欄に掲げる距離以内の区域で、同

表の区域の限定の欄に掲げる区域とする。

（１） 高速道路

（２）～（６） ［略］

５ 条例第８条第11号の規定により知事が指定する区域は、次の表

の路線名の欄に掲げる路線の同表の区間の欄に掲げる区間及びそ

の両側の路端から同表の距離の欄に掲げる距離以内の区域で、同

表の区域の限定の欄に掲げる区域とする。

（１） 高速道路

（２）～（６） ［略］

区分区域の

限 定

距離区 間路線名

終 点起 点

［略］

［略］西都インター

チェンジ

東九州

自動車

道

区分区域の

限 定

距離区 間路線名

終 点起 点

［略］

［略］高鍋インター

チェンジ

東九州

自動車

道

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、昭和土地改良区（えびの市）の役員の就任について次のとおり届

出があった。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成24年８月21日まで）

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、竹山夷守土地改良区（小林市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

公公 告告

住 所氏 名役名

えびの市大字栗下1617番地２伊集院 国 光理 事

住 所氏 名役名

小林市大字細野4892番地８松 山 行 男理 事

小林市大字細野4874番地２坂 下 勇理 事

小林市大字細野5067番地１下玉利 重 明理 事

小林市大字細野5079番地２迫 昭 二理 事

小林市大字細野4860番地川 崎 明理 事

小林市大字細野4869番地上 竹 功理 事

小林市大字細野4851番地松 元 美喜男理 事

小林市大字細野5366番地乙松 田 修 一理 事

小林市大字細野4925番地江 波 義 昭理 事
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（任期：平成24年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、田代土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成24年４月18日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、長江浦土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

小林市大字細野5147番地山 下 一 二監 事

小林市大字細野4880番地山 口 伸 一監 事

住 所氏 名役名

小林市大字細野5147番地山 下 一 二理 事

小林市大字細野4874番地２坂 下 勇理 事

小林市大字細野4880番地山 口 本 助理 事

小林市大字細野4933番地高 岩 清 正理 事

小林市大字細野5082番地２牛 根 清 文理 事

小林市大字細野4911番地竹 下 和 男理 事

小林市大字細野5383番地山 波 茂理 事

小林市大字細野4851番地松 元 美喜男理 事

小林市大字細野4869番地９内 藤 文 雄理 事

小林市大字細野5137番地大河平 正 浩監 事

小林市大字細野5048番地谷 山 岩 男監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字末永2410番地永 田 敬一郎理 事

えびの市大字末永2303番地黒 江 洋 一理 事

えびの市大字末永2810番地深 川 静 彦理 事

えびの市大字末永2488番地上 野 一 雄理 事

えびの市大字末永2740番地４前 原 幸太郎理 事

えびの市大字末永2220番地２黒 江 民 教理 事

えびの市大字末永2207番地２永 田 重 信理 事

えびの市大字末永2484番地３加 藤 信 男監 事

えびの市大字末永2772番地新 竹 治 信監 事

えびの市大字末永2294番地税 所 光 男監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字末永2410番地永 田 敬一郎理 事

えびの市大字末永2303番地黒 江 洋 一理 事

えびの市大字末永2813番地南 小夜子理 事

えびの市大字末永2455番地２永 田 清 秀理 事

えびの市大字末永2740番地４前 原 幸太郎理 事

えびの市大字末永2476番地６新 竹 美喜雄理 事

えびの市大字末永2202番地１川 崎 健 一理 事

えびの市大字末永2220番地２黒 江 民 教監 事

えびの市大字末永2720番地前 原 良 一監 事

えびの市大字末永2493番地田 中 耕 成監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字西長江浦1554番地栗 下 政 雄理 事

えびの市大字西長江浦2002番地平 廣 行理 事

えびの市大字西長江浦 524番地西 鶴 文 男理 事

えびの市大字西長江浦 719番地２小 菜 明 光理 事

えびの市大字東長江浦1533番地１岩 下 百 年理 事

えびの市大字東長江浦 971番地畠 田 俊 三理 事
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（任期：平成24年５月７日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、北部土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成24年５月８日まで）

２ 退任した役員

次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第

14条第１項の規定により、公共測量の実施について、都城市長から

次のとおり通知があった。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 作業の種類

公共測量（新田土地区画整理事業 基準点測量）

２ 作業期間

平成22年６月30日から平成22年10月29日まで

３ 作業地域

都城市高崎町大牟田地域

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する

。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 落札に係る調達件名及び数量

宮崎県立看護大学情報システム端末機器等（パソコン・プリン

タ等）一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県立看護大学総務課財務担当 宮崎市まなび野３丁目５番

地１

えびの市大字東長江浦 377番地井 園 甚 市理 事

えびの市大字小田 153番地１中 尾 數 夫監 事

えびの市大字西長江浦1560番地柊 山 義 臣監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字西長江浦1554番地栗 下 政 雄理 事

えびの市大字西長江浦2002番地平 廣 行理 事

えびの市大字西長江浦 493番地10千 田 利 栄理 事

えびの市大字西長江浦 419番地永 田 利 広理 事

えびの市大字東長江浦1522番地岩 下 昭 利理 事

えびの市大字東長江浦 971番地畠 田 俊 三理 事

えびの市大字東長江浦 377番地井 園 甚 市理 事

えびの市大字小田 153番地１中 尾 數 夫監 事

えびの市大字西長江浦1560番地柊 山 義 臣監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字榎田99番地１常 森 賢 二理 事

えびの市大字東川北1405番地山 下 広 志理 事

えびの市大字西川北 568番地３岩 屋 松 郎理 事

えびの市大字東川北1227番地竹 下 善 和理 事

えびの市大字榎田 560番地イ二 宮 利 榮理 事

えびの市大字榎田15番地84亀 園 政 徳監 事

えびの市大字東川北 852番地駒 崎 秀 雄監 事

住 所氏 名役名

えびの市大字榎田99番地１常 森 賢 二理 事

えびの市大字東川北1405番地山 下 広 志理 事

えびの市大字西川北 568番地３岩 屋 松 郎理 事

えびの市大字東川北1227番地竹 下 善 和理 事

えびの市大字榎田 560番地イ二 宮 利 榮理 事

えびの市大字東川北1234番地２重 留 和 秀監 事

えびの市大字榎田15番地84亀 園 政 徳監 事

完了年月日事 業 名市町村名地 区 名

平成17年１月21日ふるさと農道緊急

整備事業

西都市・

新富町・

宮崎市

現 王 島
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３ 落札者を決定した日

平成22年６月23日

４ 落札者の氏名及び住所

富士電機ＩＴソリューション株式会社宮崎支店 宮崎市江平西

１丁目３番６号

５ 落札金額

31，449，600円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成22年５月27日

落札者等の公告

総合評価一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり

公示する。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 落札に係る調達件名及び数量

宮崎県立看護大学情報システム基幹ネットワーク機器等一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県立看護大学総務課財務担当 宮崎市まなび野３丁目５番

地１

３ 落札者を決定した日

平成22年６月28日

４ 落札者の氏名及び住所

ＳＣＳソリューションズ株式会社 宮崎市橘通東４丁目１番２

号

５ 落札金額

131，544，000円

６ 総合評価一般競争入札の公告を行った日

平成22年６月３日

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する

。

平成22年７月29日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

財務会計システム機器等賃貸借 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県会計管理局会計課出納決算担当 宮崎市橘通東２丁目10

番１号

３ 落札者を決定した日

平成22年６月11日

４ 落札者の氏名及び住所

茨 富士通株式会社宮崎支店 宮崎市高千穂通１丁目６番38号

芋 日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番

１号

５ 落札金額

293，995，800円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成22年４月26日

企業局企業管理規企業局企業管理規程程

企業局企業職員就業規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。

平成22年７月29日

宮崎県企業局長 誕 砂 公 一

宮崎県企業局企業管理規程第５号

企業局企業職員就業規程の一部を改正する企業管理規程

企業局企業職員就業規程（昭和36年宮崎県企業局企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（目的）

第１条 この規程は、企業局職員のうち地方公営企業法（昭和27年

法律第 292号）第36条に規定する企業職員（以下「職員」という

。）の就業条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（休日の代休日）

第７条の２ 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休

日（以下これらを「休日」という。）である勤務日等（勤務日又

は第２条第７項若しくは第３条の規定により勤務時間が割り振ら

れた日をいう。以下この項において同じ。）に割り振られた勤務

時間の全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）につ

いて特に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた

休日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当

該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り

振られた勤務日等（休日を除く。以下同じ。）について、当該休

日前に、当該休日に代わる日（以下「代休日」という。）として

、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

（目的）

第１条 この規程は、企業局職員のうち地方公営企業法（昭和27年

法律第 292号）第36条に規定する企業職員（第８条の３第３項を

除き、以下「職員」という。）の就業条件に関し必要な事項を定

めることを目的とする。

（休日の代休日）

第７条の２ 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休

日（以下これらを「休日」という。）である勤務日等（勤務日又

は第２条第７項若しくは第３条の規定により勤務時間が割り振ら

れた日をいう。以下同じ。）に割り振られた勤務時間の全部（次

項において「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務す

ることを命じた場合には、勤務することを命じた休日を起算日と

する８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振

られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日

等（第８条の３第１項の規定により、企業職員の給与の種類及び

基準を定める条例（昭和31年宮崎県条例第４号。以下「給与条例

」という。）第７条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職

員に対して、管理者の定めるところにより、当該時間外勤務手当
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２～３ [略]

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第８条の２ [略]

（給与の基準及び支給）

第17条 職員の給与の基準及び支給については、企業職員の給与の

種類及び基準を定める条例（昭和31年宮崎県条例第４号）及び企

業職員の給与に関する規程（昭和35年宮崎県企業局企業管理規程

第10号）の定めるところによる。

別表（第12条関係）

備考

１ 本表（第18号を除く。）によって承認する期間で一定日

数で示されているものは、その日数中に、週休日等を含む

ものとする。

２ ［略］

の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外

勤務代休時間」という。）が指定された勤務日等及び休日を除く

。以下同じ。）について、当該休日前に、当該休日に代わる日（

以下「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等を指定

することができる。

２～３ [略]

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第８条の２ [略]

（時間外勤務代休時間）

第８条の３ 管理者は、時間外勤務代休時間として、管理者が別に

定める期間内にある勤務日等のうち第７条の２第１項に規定する

休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一

部を指定することができる。

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当

該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合

を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

３ 時間外勤務代休時間の指定の手続等に関して必要な事項は、職

員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28年宮崎県条例

第43号）の適用を受ける職員の例による。

４ 第１項の規定により管理者が時間外勤務代休時間を指定したと

きは、給与条例第１５条第１項に規定する管理者の承認があったも

のとみなす。

（給与の基準及び支給）

第17条 職員の給与の基準及び支給については、給与条例及び企業

職員の給与に関する規程（昭和35年宮崎県企業局企業管理規程第

10号）の定めるところによる。

別表（第12条関係）

備考

１ 本表（第18号を除く。）によって承認する期間で一定日

数で示されているものは、その日数中に週休日等及び時間

外勤務代休時間が指定された勤務日等を含むものとする。

２ ［略］

特に承認を与える期間原因

［略］

一の年の７月から９月の期間

内における、週休日、休日及

び代休日（以下「週休日等」

という。）を除いて原則とし

て連続する３日の範囲内の期

間

18 職員が夏季における盆等

の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないこと

が相当であると認められる

場合

［略］

特に承認を与える期間原因

［略］

一の年の７月から９月の期間

内における、週休日、休日及

び代休日（以下「週休日等」

という。）並びに割り振られ

た勤務時間の全部について時

間外勤務代休時間が指定され

た勤務日等を除いて原則とし

て連続する３日の範囲内の期

間

18 職員が夏季における盆等

の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないこと

が相当であると認められる

場合

［略］

附 則

この企業管理規程は、平成22年８月１日から施行する。

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年７月29日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第26号

人事委員会規人事委員会規則則
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宮崎県公安委員会公告第15号

警備業法（昭和47年法律第 117号。以下「法」という。）第22条

第２項に規定する警備員指導教育責任者講習を次のとおり実施する

。

平成22年７月29日

宮崎県公安委員会委員長 野 中 玄 雄

１ 講習の種類、警備業務の区分、実施日及び定員

２ 講習の対象者

茨 新規取得講習

講習の対象者は、法第22条第２項に規定する警備員指導教育

責任者資格者証（以下「資格者証」という。）又は警備員指導

教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則

（昭和58年国家公安委員会規則第２号）第７条に規定する警備

員指導教育責任者講習修了証明書（以下「講習修了証明書」と

いう。）を有しない者で、かつ、受講申込みを行う日において

、次のいずれかに該当する者とする。

ア 最近５年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事し

た期間が通算して３年以上である者

イ 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会

規則第20号。以下「検定規則」という。）第４条に規定する

１級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る。）に係

る法第23条第４項に規定する合格証明書（以下「合格証明書

」という。）の交付を受けている者

ウ 検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区

分に係るものに限る。）に係る合格証明書の交付を受けてい

る警備員であって、当該検定に合格した後、継続して１年以

上当該警備業務に従事している者

エ 検定規則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関

する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検

定規則」という。）第１条第２項に規定する１級の検定（当

該警備業務の区分に係るものに限る。）に合格した者

オ 旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（当該警備

業務の区分に係るものに限る。）に合格した警備員であって

、当該検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務に

従事している者

３ 講習の場所

宮崎市学園木花台西２丁目４番地３

宮崎地域職業訓練センター

電話0985-58-1554

４ 受講申込書の提出方法等

茨 提出先

受講申込者の住所地を管轄する警察署とする。ただし、受講

申込者が警備員である場合は、その属する営業所の所在地を管

轄する警察署でも良いこととする。

芋 提出日時

鰯 提出方法

提出は、申込者本人によることを原則とするが、申込者が警

備員であって、その属する営業所の従業員に委任状を託しての

代理申込については認める。郵送による申込は認めない。

允 提出書類等

ア 受講申込書（受講申込者の写真（申請前６月以内に撮影し

た縦 3．0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさの正

面、無帽、上三分身像、無背景のもの）を貼り付けたもの）

イ ２に掲げる要件に該当することを証明する次の書面

契 ２のアに該当する者

当該警備業務の区分に係る警備業務従事証明書及び履歴

書

形 ２のイに該当する者

検定規則第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の

区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の写し

径 ２のウに該当する者

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第５条の３関係）別表第１（第５条の３関係）

加 算 割 合職
給料

表

組織

区分

［略］知事

部局 ［略］医療

職（

一）

［略］共通

［略］主査

［略］

［略］

加 算 割 合職
給料

表

組織

区分

［略］知事

部局 ［略］医療

職（

一）

［略］共通

［略］副主幹、主査

［略］

［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成20年４月１日から適用す

る。

公安委員会公公安委員会公告告

定員講 習 の 実 施 日警備業務区分種 類

15名平成22年10月６日（水）から８

日（金）、10月12日（火）及び

13日（水）まで

４号警備業務新規取

得講習

提 出 日 時警備業務区分

平成22年８月30日（月）から同年９月７日（火

）まで（土、日を除く。）の午前９時から午後

５時まで

４号警備業務
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検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の

区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の写し及び警

備業務従事証明書

恵 ２のエに該当する者

旧検定規則第１条第２項に規定する１級の検定（当該警

備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証の写し

慶 ２のオに該当する者

旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（当該警

備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証の写し及

び警備業務従事証明書

５ 手数料

受講申込時、次表の手数料に相当する額の宮崎県証紙により納

入すること。

納入された手数料は、受講辞退その他いかなる場合にも返還し

ない。

６ その他

茨 受講申込の受付が終了後、その旨、社団法人宮崎県警備業協

会（電話代表0985-28-0518）に連絡すること。

芋 この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習に関

する目的以外には使用しない。

鰯 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話代表0985-31-0110）に行うこと。

手数料警備業務区分種類

34，000円４号警備業務新規取得講習
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